
令和６年１０月１日 

       

鹿児島市第２層協議体認定要領を次のように定める。 

                                     

鹿児島市長  下 鶴 隆 央 

       

                                           

鹿児島市第２層協議体認定要領 

                                     

(目的) 

第１条 この要領は、高齢者を地域全体で支えるための体制整備及び地域住民が共に助け合い、

支え合う地域づくりを支援することを目的に、地域の多様な関係主体等の情報共有及び連携

・協働による取り組みを推進するものを鹿児島市第２層協議体（以下「協議体」という。）

として認定することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要領において「協議体」とは、支えあいの地域づくりを目的に、日常生活圏域に

おける地域の多様な関係主体が参画し、定期的な情報共有及び連携強化の場として中核とな

るネットワークをいう。 

(所掌事項) 

第３条 協議体は次に掲げる事項について協議を行う。 

(1) 目指す地域の姿・方針の共有 

(2) 地域のニーズや資源の把握及び情報共有 

(3) 地域のニーズや課題に対する解決策の検討・実施及び資源開発 

(4) 地域の関係者のネットワーク化 

(5) その他、必要な事項の連絡調整 

(構成) 

第４条 協議体は、地域の多様な関係主体等から３団体以上によって組織する。 

(検討及び協議の場) 

第５条 協議体は、前条に規定する各構成団体に所属するメンバーの合計５人以上が継続的か

つ定期的に参集し、各年度において、２回以上の検討及び協議の場を設ける。 

２ 前項の検討及び協議の場の各年度において、１回以上は鹿児島市職員及び生活支援コーデ

ィネーターが参加する。 

（認定申請） 

第６条 協議体の認定を受けようとする者は、生活支援コーディネーターに事前協議を行い、

事前協議後、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。 



(1) 鹿児島市第２層協議体認定申請書(様式第１) 

(2) その他市長が必要と認める書類 

（認定の決定） 

第７条 市長は、前条に規定する申請があったときは、目的及び内容が適正であるかを審査し、

認定すべきものと認めたときは、認定をしなければならない。 

(認定の通知) 

第８条 市長は、前条に規定する認定をしたときは、鹿児島市第２層協議体認定通知書(様式

第２)により、認定の申請をした者に通知するものとする。 

(認定の取消) 

第９条 認定の取消を受けようとする協議体は、鹿児島市第２層協議体認定取消申請書(様式

第３)を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、協議体が、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。 

(1) 前項に規定する認定の取消の申請があったとき 

(2) 市長が認定を不適当と認めるとき 

(認定取消の通知) 

第１０条 市長は、前条の規定により認定を取り消した者に対して、鹿児島市第２層協議体認

定取消通知書(様式第４)により通知する。 

（地域ケア会議との関係） 

第１１条 市長は、地域包括支援センターが開催する地域ケア会議のうち、地域ケア推進会議

については、第１条に規定する目的や第３条各号に規定する所掌事項を同じとしていること

から、協議体として認定することができる。 

２ 前項の規定により、地域ケア会議を協議体と認める場合は、第４条から第１０条の規定は

適用せず、運営等に関する必要な事項は地域包括支援センターが定める。 

(その他) 

第１２条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   付 則 

（施行期日） 

この要領は、令和６年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



様式第１（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当生活支援コーディネーター：

住所 〒

E_mail

主に集まる場所
フリガナ

開催頻度 回※年２回以上

提出日 令和　　　年　　　月　　　日

鹿児島市第２層協議体（地域支えあい座談会）　認定申請書

協議体名
（座談会名）

フリガナ

対象とする地域

代表者氏名

フリガナ

連絡先

自宅 -　　　　-

携帯 -　　　　-

備
考

市ホームページ
等への掲載

可　・　不可

住所

　　地域コミュニティ協議会　　　地区民生委員児童委員協議会　　　

　　町内会　　　高齢者クラブ　　　あいご会　　

　　地域活動グループ（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　地域内の介護サービス事業所等　　　地域内の民間企業等

目指す地域

　　鹿児島市社会福祉協議会（本部・（　　　）支部）

構成団体名称

※スローガンやまず話し合ってみたいことなどでも構いません

構成団体

　　地域住民　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

予定人数 人 ※各構成団体に所属するメンバーの合計５人以上

構成団体数 団体 ※地域の多様な団体から３団体以上



様式第２（第７条関係） 

 

    第   号 

                年 月 日  

 

         様 

 

 

           

                   鹿児島市長           印 

 

 

鹿児島市第２層協議体認定通知書 

 

 

    年 月 日付けで申請のあった鹿児島市第２層協議体認定申請については、審査の結

果、貴団体を認定しましたので通知いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３（第９条関係） 

                             年  月  日 

 鹿児島市長 殿 

 

          申請者の住所  

          申請者の氏名 団 体 名 

代表者氏名              

 

 

鹿児島市第２層協議体認定取消申請書 

 

 鹿児島市第２層協議体認定の認定を取り消したいので申請します。 

 

協議体名 

（座談会名） 
 

代表者氏名  

連絡先  

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４（第１０条関係） 

 

    第   号 

                年 月 日  

 

         様 

 

 

           

                   鹿児島市長           印 

 

 

鹿児島市第２層協議体認定取消通知書 

 

    年 月 日付けで認定された鹿児島市第２層協議体認定について、認定を取り消した

ので、通知します。 

 


